
福岡県ものづくり企業オープンファクトリー化受入環境整備支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内の中小ものづくり企業（以下「県内企業」という。）の認知度向上や人材確

保、新たな取引拡大等を目的に、県内企業に対し、学生や一般の方に製造現場の見学やものづ

くりの体験をしてもらうための環境整備にかかる経費に対して、予算の範囲内において、福岡

県ものづくり企業オープンファクトリー化受入環境整備支援補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付については、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則

第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 

一 県内企業 

別に定める福岡県が事務局を務める協議会等に加入している又は加入する県内に本社又は主

たる事業所を有する中小企業であり、かつ日本標準産業分類のＥ製造業に該当する企業のこと

をいう。 

中小企業とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条に規定する中小企業者をい

う。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 この補助金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。 

一 福岡県内に本社又は主たる事業所を有するものづくり企業又はものづくり企業の代表者で

あること。 

二 福岡県のものづくり企業オープンファクトリーの趣旨に賛同し、主体的に取り組む意向の

ある企業であること。 

２ 交付対象者は以下に該当しないものとする。 

一 暴力団又は暴力団員 

二 暴力団員が事業主又は役員であるもの 

三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

四 県税を滞納するなど法令に抵触し、助成が適当でないと認められるもの 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、交付対象者が自社

のオープンファクトリー化のための受入環境を整備する事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費のうち、知事が必

要かつ適当と認める経費（以下「補助対象経費」という。）とする。 



２ 補助対象経費の詳細は、別表に掲げるとおりとする。 

３ 補助対象経費は、交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が第７条に定める補助

対象期間内に事業を完了し、第１４条に定める実績報告日までに支払いを完了した経費に限る。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第６条 交付する補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、２００万円を上限とする。 

２ 算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、交付決定の日から当該年度の２月末日までの間の事業完了日までとす

る。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、知事が別に定める期

日までに次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。 

一 交付申請書（様式第１号） 

二 補助事業計画書（様式第２号） 

三 収支予算書（様式第３号） 

四 申請者概要書兼誓約書（様式第４号） 

五 役員名簿（様式第５号） 

六 納税証明書 

七 補助対象経費の根拠資料（見積書、規格がわかるカタログ等） 

八 その他知事が必要と認めるもの 

２ 申請者は、申請をするにあたって、この補助金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税

等」という。）、仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との

合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しな

ければならない。 

 

（決定の通知） 

第９条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は交付決定を行い、交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交

付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、その旨を記載



した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業等の内容の変更） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書（様

式第７号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助目的の達成に支

障を来すことなく、かつ、事業効率の低下をもたらさない補助事業実施計画の細部の変更をす

るときは、この限りではない。 

（１）補助対象経費の２０％を超える変更を行う場合。 

（２）（１）に該当しない場合のうち、補助事業の内容に著しい変更が生じた場合。 

２ 知事は、前項に定める承認をする場合の決定通知は、変更承認通知書（様式第８号）により

行うものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止（廃止）

承認申請書（様式第９号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認する場合は、中止（廃止）承認通知書（様式第１０号）により行

う。 

 

（状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の遂行状況及び収支の状況について、知事から要求があった

ときは速やかに報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む）

したときは、その完了した日から２０日以内又は交付決定に係る県の会計年度の３月１０日の

いずれか早い日までに、実績報告書（様式第１１号）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に

報告しなければならない。 

 一 事業実績書（様式第１２号） 

 二 収支決算書（様式第３号） 

 三 補助対象経費を支払ったことを証する書類（領収書の写し等） 

 四 その他知事が必要と認めるもの 

 

（補助金等の額の確定） 

第１５条 知事は、補助事業者から実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の

実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、確定通知書（様式第１３号）により補助事業者に通知するものと

する。 

 



（補助金の請求等） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定により交付する確定通知書を受理した後に、請求書（様式

第１４号）を提出するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により交付すべき補助金の請求があった場合は３０日以内に補助金を支

払うものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 知事は、第１２条の中止又は廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当

する場合には、第９条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができ

る。 

一 この要綱に違反したとき。 

二 知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と認めら

れる行為を行ったとき。 

三 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付された条件

に違反したとき。 

四 補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

２ 前項の規定は、第１５条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は、第１項の取り消しをした場合において、既に当該取消しにかかる部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

 

（補助金の返還期限） 

第１８条 規則第１７条第１項及び第２項に規定する返還の期限は、当該返還命令の日から２０

日以内とする。 

 

（補助事業の経理等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る経理の収支を明らかにするために、これに関する帳簿

及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し、補助期間が終了した日の属

する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

２ 知事は、必要に応じて補助事業者に報告を求め、補助事業に係る帳簿及び証拠書類その他補

助事業の実施に関する必要な書類を検査できるものとする。 

 

（財産の管理等） 

第２０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、補助事業が完了した後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第１５号）を備え管理しな

ければならない。また、当該年度に取得財産等があるときは、第１４条に定める実績報告書に

様式第１５号を添付しなければならない。 



 

（財産の処分の制限） 

第２１条 取得財産等のうち、規則第２０条の規定に基づき知事が定める処分を制限する財産は、

取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の財産とする。 

２ 規則第２０条に定める財産の処分を制限する期間は、原価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等

を処分しようとするときは、あらかじめ取得財産等の処分承認申請書（様式第１６号）を知事

に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認め

られるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができるものとする。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第２２条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を

提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し

適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。

なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）

については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、

漏えいしてはならない。 

２ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（雑則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月２１日から施行し、令和８年度から令和１０年度までの補助金につ

いて適用する。 

  



別 表（第５条関係） 

区分 補助対象経費 

需用費 消耗品、被服費、印刷製本費等 

工事請負費 施設整備にかかる経費（新築、改修、改装、除去等） 

役務費 通信運搬費、保険料等 

委託料 事業の一部を委託する費用 

備品購入費 事業実施にあたり必要となる資機材購入経費等 

※留意点 

１ 報酬や給与等の人件費、交際費、食糧費、敷金、保証金、公租公課、その他公的資金の使途と

して社会通念上不適切と判断する経費は補助対象外とする。 

２ 役務費（通信運搬費）は、LAN環境の維持に関する経費は補助対象としない。 

３ 備品購入費は、オープンファクトリーの参加者の利用に供するものを原則とし 、知事が特に

必要と認めるものとする。 

４ 施設の維持管理に要する経費は補助対象外とする。 

５ 補助対象経費の欄に掲げた経費であっても、内容、金額等によってはその経費の一部または

全額を補助対象としない場合がある。 

６ 国や県の他の補助事業の対象となる事業については補助対象外とする。 


